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事 業 報 告 
 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日から 

令和７年３月３１日まで 

 

１．企業集団の現況に関する事項 

  

（１）事業の経過及び成果 

 

①  全般の状況 

 

当連結会計年度において日本では、物価上昇等の影響により個人消費に一部足踏みがみられ

たものの、企業収益や雇用・所得環境が改善し、実質ＧＤＰが通年でプラス成長になるなど、

景気の緩やかな回復が続きました。 

このような経営環境の中、当社グループでは、高速道路事業においては交通量及び料金収入

が、道路休憩所事業においてはサービスエリア・パーキングエリア（以下、それぞれ「ＳＡ」・

「ＰＡ」）の売上高が、いずれも４期連続で前連結会計年度を上回りました。交通量及びＳＡ・

ＰＡの売上高は、過去最高となっています。 

当社は、グループ一体経営を推進しつつ、経営方針である「お客さま第一」、「公正で透明な

企業活動」、「終わりなき効率化の追求」、「チャレンジ精神の重視」及び「ＣＳＲ経営の推進」

を常に念頭に置き、お客さまに安全・安心・快適・便利な高速道路空間を提供することを使命

としております。「ＮＥＸＣＯ東日本グループ中期経営計画」においては、令和３年度から令和

７年度までの５年間を『ＳＤＧｓの達成に貢献し、新たな未来社会に向けて変革していく期間』

と位置付け、前連結会計年度末に見直した６つの基本方針（「安全・安心で自動運転等のイノベ

ーションにも対応した快適な高速道路の実現」、「老朽化や災害に対する高速道路インフラの信

頼性の飛躍的向上」、「高速道路の整備・強化と４車線化の推進によるネットワーク機能の充実」、

「多様なお客さまのニーズを踏まえた使いやすさの追求」、「持続可能な社会の実現に貢献でき

るグループ全体の経営力の強化」、「社会の変化に対応できる人材力の強化と誰もが生き生きと

働ける基盤の確立」）の下、着実に事業を実施してまいりました。 

 

当連結会計年度の営業収益は１兆１，７１８億８３百万円（前期比５．４％増）、営業費用

は１兆１，６８６億９０百万円（前期比５．６％増）、営業利益は３１億９３百万円（前期は

５５億８０百万円の営業利益）、経常利益は６８億７７百万円（前期は９０億５８百万円の経

常利益）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は５８億２９百万円（前期は８７億４２百

万円の当期純利益）となりました。 

 

② 部門別の状況  

 

Ⅰ 高速道路事業 
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当連結会計年度末現在、当社が管理する高速道路の延長は計４４道路３，９４３㎞であり、

当連結会計年度における通行台数は３０２万台/日です。安全で快適な走行環境を確保するた

め、道路機能の向上、清掃や点検、道路の補修等の管理を適正かつ効率的に行っています。 

また、高速道路ネットワークの早期整備に向け、高速道路の新設及び改築に取り組んでおり

ます。 

 

（災害への対応） 

近年頻発している自然災害に的確に対応し、「命の道」として災害救助や被災地域の復旧・復

興支援のために交通路を確保することは、当社グループの大きな使命です。 

集中降雪に対しては、「人命を最優先に、幹線道路上での大規模な車両滞留を徹底的に回避す

ること」を基本的な考え方として、集中的な除雪による通行止めの早期解除を目指し、関係機

関と連携した躊躇のない予防的通行止めを実施しております。当連結会計年度は、北海道の道

東地方、青森県、新潟県、福島県の会津地方等で記録的な大雪となるなど、降雪量が多かった

ことから、管内の幅広い地域で９回の予防的通行止めを実施し、大規模な車両滞留を回避しま

した。 

予防的通行止めに当たっては、令和６年２月に首都圏で初となる大規模な範囲での予防的通

行止めを実施した際、事前広報の効果に課題があったことを踏まえ、よりお客さまの行動変容

につながる呼びかけを行いました。具体的には、大雪が予想される地域と時期を３日前から当

社ホームページで事前広報したり、ＳＮＳを活用して直接お客さまに情報をお届けしたりしま

した。今後も、お客さまの更なる理解醸成や行動変容につながる広報を行ってまいります。 

 

（新設・改築事業） 

道路建設事業においては、新設では計５道路８５㎞の区間で、４車線化等では計１１道路  

２４７km の区間で、着実に進めています。当連結会計年度では、首都圏中央連絡自動車道（幸

手インターチェンジ（以下「ＩＣ」）～五霞ＩＣ）の４km が４車線になりました。また、４車

線化事業のうち大雪や大雨による災害等発生時の道路ネットワーク代替性確保に資するものが

気候変動に適応する事業と格付機関から認められ、国内で初めてサステナビリティ・ファイナ

ンスの第三者評価を取得しました。 

スマートインターチェンジ（以下「スマートＩＣ」）事業においては、令和６年９月６日に、

スマートＩＣ２か所の整備について国土交通大臣から許可を受け、計２３か所で事業を実施し

ています。当連結会計年度では、首都圏中央連絡自動車道のつくば西スマートＩＣが開通しま

した。 

 

（道路構造物の老朽化・劣化への対応） 

高速道路の老朽化対策は、安全・安心を次の世代へ引き継ぐためのものです。法令に基づき、

道路構造物を５年に１回、近接目視等により点検し、その結果を基に、補修・補強等の必要な

措置を適切に行っております。 

平成２７年度からは、大規模更新・修繕事業(高速道路リニューアルプロジェクト)も実施し

ています。当連結会計年度においては、３５橋の床版取替工事等に着手しました。これに加え

て、令和６年１月に策定した「高速道路の更新計画」に基づくものについても、渋滞等の社会
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的影響の最小化を図りながら工事を進めてまいります。 

このほか、道路構造物の劣化に多大な影響を与えるだけでなく、重大な交通事故を惹起する

おそれのある車両制限令違反車両の排除にも取り組んでいます。車両重量自動計測装置の整備

推進等、取締りを強化する方策を講じるとともに、当該違反車両に対する大口・多頻度割引停

止措置を講じています。 

 

 （耐震補強対策） 

令和６年１月に策定した「高速道路の耐震補強 実施計画」に基づき、大規模地震発生確率が

２６％以上の地域における緊急輸送道路機能を確保するため、令和１２年度末までの完了を目

指し橋脚の補強工事を進めています。なお、当連結会計年度末時点で、耐震補強が必要な全橋

梁の約８割で補強工事を完了しています。 

 

（スマートメンテナンスハイウェイ） 

高速道路の長期的な「安全・安心」の確保に向けた重点プロジェクトである「スマートメン

テナンスハイウェイ（以下、「ＳＭＨ」）プロジェクト」では、ＩＣＴやロボティクス、ＡＩ等、

最新技術を活用し、当社グループ全体のインフラ管理力の効率化・高度化を図っています。当

連結会計年度では、点検支援アプリの開発・試行導入、新たな施設設備管理システムの導入及

び高速道路上での自動ドローン飛行の実証実験を行いました。今後も各種ＳＭＨツールを定着

及び深化させるとともに、最新技術による点検業務等の高度化と適用領域拡大を進めてまいり

ます。 

 

（交通混雑対策） 

交通需要の偏在等による混雑の緩和を図るため、令和５年７月２２日から東京湾アクアライ

ン上り線（木更津→川崎方面）で、特定の時間帯の料金を変動させる社会実験を行っています。

実験開始後の交通データを分析した結果、混雑緩和に一定の効果が確認されています。一方で、

依然として一部の時間帯に交通が集中しているほか、実験開始直後と比較して交通分散効果の

鈍化も見られます。このため、令和７年４月１日から、料金設定の見直しを行うとともに、下

り線でも実験を開始しました。 

東京湾アクアライン以外においても、交通容量の拡大や分散利用の促進による混雑緩和、交

通定時性・安全性の向上を目指します。当連結会計年度においては、関越自動車道の高坂ＳＡ

付近で設置を進めている付加車線のうち、一部の運用を開始しました。ハード対策に加え、ペ

ースメーカーライト等によるソフト対策を行うとともに、主要渋滞箇所における渋滞原因を把

握し、更なる渋滞軽減に努めてまいります。 

 

（交通事故対策） 

高速道路での逆走による重大事故ゼロを目指し、統一的な逆走防止のハード対策及び安全啓

発活動等のソフト対策を継続的に実施しておりますが、令和６年８月及び令和７年４月に東北

自動車道で逆走による死亡事故が発生しています。事故原因等を踏まえ、注意喚起標識の追加

設置等を行っております。 

また、令和６年１２月から令和７年２月にかけて、ＣＣＴＶカメラを活用して逆走を検知し
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注意喚起警告するなどの新たな逆走対策技術の公募を行いました。今後実用化に向けた検証を

進めてまいります。 

対面通行区間における突破・正面衝突事故の防止対策では、前連結会計年度までに土工部・

中小橋部のワイヤロープ設置が完了しています。当連結会計年度においては、トンネル・長大

橋部にセンターパイプ、センターブロックを計８路線１８箇所に試行設置しており、対策とし

ての有効性、適用性の検証を進めております。 

 

（高速道路の料金サービス） 

高速道路の利便性向上に資するＥＴＣ時間帯割引及びＥＴＣマイレージサービス、地域の観

光振興を目的としたＥＴＣ周遊割引「ドラ割」の通年販売を継続しています。ドラ割について

は、当連結会計年度は新たにゴルフ場利用と組み合わせた商品の企画等、観光関連サービスと

のセット販売を拡充しました。その結果、過去最高の５０万５，０００件を販売しました。 

観光需要の平日への分散の観点から、平日のみの「ドラ割」の利用に対してＥＴＣマイレー

ジポイントを追加付与（販売価格の１５％分）するキャンペーンを実施しています。一方、渋

滞の激化を避ける観点から、ゴールデンウィーク、お盆、シルバーウィーク及び年末年始に休

日割引を適用しないこととしています。 

福島第一原子力発電所事故による警戒区域等からの避難者を対象とした無料措置及び同事故

による母子避難者等を対象とした無料措置を継続しております。 

 

（料金管理業務の高度化・効率化） 

料金管理業務の高度化・効率化を図るため、ＥＴＣ専用化等による料金所のキャッシュレス

化・タッチレス化、料金精算機の導入及び料金所の遠隔収受化に継続して取り組んでいます。

当連結会計年度では、首都圏中央連絡自動車道下総ＩＣ・牛久阿見ＩＣ・坂東ＩＣ、東京外環

自動車道川口東ＩＣ・三郷南ＩＣ、千葉東金道路高田ＩＣ、館山自動車道姉崎袖ケ浦ＩＣの計

７料金所をそれぞれＥＴＣ専用料金所として運用開始しました。 

 

（働き方改革・人材確保に向けた対応） 

トラックドライバーの休息場所の確保のため、ＳＡ・ＰＡにおける各種取組みを推進してい

ます。当連結会計年度においては、東北自動車道鶴巣ＰＡ（上り線）や羽生ＰＡ（上り線）等

の計１２か所で既存の駐車エリアの配置見直しや駐車スペースの拡充を行い、新たに計１０７

台分の大型車駐車マスを整備しました。また、東北自動車道のＳＡ・ＰＡにおいて短時間限定

駐車マスを順次導入したほか、ダブル連結トラック駐車マス整備を進めました。さらに北関東

自動車道桜川筑西ＩＣにおいて、ＩＣ内側の管理用敷地を臨時駐車場とする実証実験を開始し

ました。 

建設業においても、国内の生産年齢人口の減少により担い手不足が進む中、遠隔立会の導入

や、週休２日を踏まえた適正な工期の設定等を内容とする、業務効率化・簡素化のルール「工

事円滑化ガイドライン」の浸透に努めています。当連結会計年度においては、工事目的物の出

来形管理を簡略化・効率化するため、出来形調書の様式を見直し、工事現場での試行を行いま

した。 

作業員の確保が課題となっている除雪作業に関しても、令和５年度に道央道で開始した準天
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頂衛星を活用したロータリ除雪車自動化に続き、除雪車に自動走行で追従する標識車の開発を

行っています。当連結会計年度においては、高速道路本線で試験走行を行いました。 

 

（次世代高速道路の目指す姿） 

当社が目指す高度なモビリティサービスを掲げた「自動運転社会の実現を加速させる次世代

高速道路の目指す姿(構想)」の実現に向け、重点プロジェクトの実証実験計画について具体化

を進めております。 

自動運転技術の実現には、安全で円滑な交通を支援する情報の収集と提供を行う必要がある

ことから、令和８年度から東北自動車道鹿沼ＩＣ～宇都宮ＩＣ間で実証実験を行う予定です。

実験に向けて、令和６年７月からは、可視光・遠赤外線カメラにより高速道路上の事故や落下

物等の情報をリアルタイムに収集する多機能ポールの整備等を開始しました。 

一方、令和６年７月に開催された「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」等において、

令和７年度以降、東北自動車道佐野ＳＡ～大谷ＰＡ間を対象に自動運転サービス支援道に係る

取組みを開始することとされました。引き続き、関係機関と連携し、実証実験に向けた検討を

進めてまいります。 

走行中給電のプロジェクトでは、実験車両の開発、現地実験設備の整備を行い、停止時にお

ける接触給電実験を行いました。 

 

 （東京外かく環状道路の建設） 

東京外かく環状道路（関越～東名）では、国のシールドトンネル施工技術検討会がまとめた

「シールドトンネル工事の安全・安心な施工に関するガイドライン」を踏まえた再発防止対策

が機能していることを確認しつつ、大泉ＪＣＴ本線トンネル（南行）工事及び中央ＪＣＴ Ｂラ

ンプシールドトンネル工事（中央自動車道及び東八道路ＩＣ（仮称）から東京外環自動車道南

行きへのオンランプ工事）において掘進を行っています。令和７年３月には、東名ＪＣＴ Ｈラ

ンプシールドトンネル工事（東京外環自動車道南行きから東名高速道路へのオフランプ工事）

において掘進を完了しました。また、東名ＪＣＴ地中拡幅工事（東京外環自動車道南行きと東

京外環自動車道南行きから東名高速道路へのオフランプを接続させる工事）に着手しています。

引き続き、施工状況や周辺環境をモニタリングしながら細心の注意を払って進めてまいります。 

地表面陥没・空洞事故については、地盤の補修を行うため、対象範囲の家屋等の仮移転又は

事業者による土地・家屋等の買取等のご相談をさせていただいております。令和５年８月から

は仮移転等が完了した箇所の地盤補修を進めております。引き続き、住民の皆さまのご意見を

伺いながら、工事中の振動・騒音の軽減に努めるとともに、安全に細心の注意を払い、責任を

持って実施してまいります。 

 

当連結会計年度の料金収入等は、交通量の増加等により８，３８８億７３百万円（前期

比２．４％増）となりました。また、首都圏中央連絡自動車道の４車線化及びスマートＩ

Ｃの完成に伴い、道路資産完成高は２，５９０億１０百万円（前期比１４．３％増）とな

りました。これらにより、高速道路事業における営業収益は１兆９７８億８３百万円（前

期比５．０％増）となりました。 

一方、日本高速道路保有・債務返済機構（以下「高速道路機構」）との協定に基づく道路資
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産賃借料については、５，８２２億３６百万円（前期比１．９％増）となりました。また、

その他の営業費用については、道路資産完成原価等の増加に伴い、５，１７１億８４百万円

（前期比９．３％増）となりました。これらにより、高速道路事業における営業費用は１兆

９９４億２０百万円（前期比５．３％増）となりました。 

この結果、当連結会計年度において、高速道路事業は１５億３６百万円の営業損失（前期

は１１億２０百万円の営業利益）となりました。 

 

Ⅱ 受託事業 

 

受託事業につきましては、高速道路株式会社法第５条第４項の規定に従い、国、地方公共団

体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等で、経済性、効率性等から当社が行う事

業と一体として実施することが適当と認められる工事等を実施してまいりました。 

 

当連結会計年度の受託事業における営業収益は３６８億４８百万円（前期比１９．９％増）、

営業費用は３６７億８０百万円（前期比２０．２％増）となり、この結果、６８百万円の営業

利益（前期は１億２２百万円の営業利益）となりました。 

 

Ⅲ 道路休憩所事業 

 

道路休憩所事業は、当社が管理する３２９か所（うち、当社の商業施設があるのは１９０か

所）のＳＡ・ＰＡを、より魅力ある空間として楽しんでいただけるようにするため、グループ一

体となって業務執行の効率性を追求しながら、お客さまにご満足いただけるエリアづくりに努

めております。 

 

 （サービスエリア事業部門の再編） 

当社を取り巻く事業環境が大きく変化する中、お客さまのニーズや行動変化に対応したＳ

Ａ・ＰＡのサービス機能の強化、拡充を推進するため、令和６年６月にサービスエリア事業部

門のグループ内組織再編を行いました。 

ＳＡ・ＰＡの開発から運営を行う㈱ネクスコ東日本エリアトラクト(旧：ネクセリア東日本

㈱)に新たにグループ統括機能を付加し、同社の子会社として、サービスエリア事業を担う㈱

ネクスコ東日本リテイル、㈱ネクスコ東日本エリアサポート、㈱ネクスコ東日本ロジテム及び

㈱ネクスコ東日本シティフードを再編しました。お客さまニーズ等の情報の集約、グループ会

社間の連携強化、意思決定の迅速化等により、収益力の強化を図ってまいります。 

 

（商業施設の運営） 

令和６年４月２３日に、東北自動車道上河内ＳＡ(上り線)がリニューアルオープンしまし

た。フードコートでは、地元栃木県の食材を使用した料理をメインに、見た目にも美しいこだ

わりのメニューをご提供しています。ショッピングコーナーでは、栃木県及び東北６県の名産

品を多数取り揃え、地域の魅力発信にも取り組んでおります。 

また、令和７年３月１８日には東北自動車道安積ＰＡ（上下線）のシャワー施設がリニュー
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アルオープンしました。トラックドライバーの方々を始めとするお客さまへのサービス・利便

性向上を図るため、シャワーブースを増設しました。 

さらに、お客さまへのサービスの質を落とさず省人化を進めていくため、令和６年１１月 

２１日に、上信越道東部湯の丸ＳＡ（下り線）に、ＳＡ・ＰＡでは全国初となる無人販売店舗

をオープンしました。今後もイノベーションによる店舗運営の効率化や、従来にない様々な営

業形態・販売方法の更なる展開に取り組んでまいります。 

当社では、「ＥＮＪＯＹ！よりみち」をテーマとした地域や季節ならではのプロモーション

等、高速道路でのドライブをより楽しんでいただけるよう、各種施策を展開しています。今後

もお客さまへの更なるサービス・利便性向上のための施策を進めるとともに、各種販促施策や

商業施設リニューアル等の収益拡大策に取り組んでまいります。 

 

 （ＥＶ急速充電器の整備） 

ＳＡ・ＰＡにおける充電インフラとして、ＥＶ急速充電器の高出力化・複数口化を推進して

います。当連結会計年度においては、当社管内のＳＡ・ＰＡに急速充電器を６０口増設し、計

２８１口の整備が完了しました。 

 

当連結会計年度の道路休憩所事業における営業収益は、店舗売上高の増加により、３５２億

６５百万円（前期比３．６％増）となりました。 

一方、営業費用は、店舗売上高の増加による売上原価や連結子会社の販売促進費、一般管理

費が増加したこと等により、３０９億７５百万円（前期比３．１％増）となり、この結果、   

４２億９０百万円の営業利益（前期は３９億７１百万円の営業利益）となりました。 

 

Ⅳ その他の事業 

 

その他、再生可能エネルギー事業（仙台泉太陽光発電所）、カード事業、日比谷駐車場事

業、仙台南及び郡山トラックターミナルにおけるトラックターミナル事業、高速道路の高架下

における占用施設活用事業、旅行事業等を行っております。 

新規事業開発では、オープンイノベーションによる高速道路の新サービスの実現、地域の活

性化や社会課題の解決に資する事業の創出を目的とした「ドラぷらイノベーションラボ」にお

いて、企業と実証実験等に取り組んでいます。当連結会計年度では、技術等が有益であり当社

事業との親和性やシナジー効果が期待されるスタートアップ企業２社に出資しました。音声デ

バイスによって現場ＤＸの促進を目指す株式会社ＢＯＮＸと、ヘリコプターや空飛ぶクルマ

等、空の移動による一連のサプライチェーン構築を目指す株式会社ＡｉｒＸです。また、新た

に４件のプログラムを採択しており、前連結会計年度までに採択したプログラムも含め、採択

企業と順次実証実験を行っております。 

海外事業では、インド現地法人（Ｅ－ＮＥＸＣＯ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩ

ＴＥＤ）が、ひび割れ、わだち掘れ等を的確に把握できる路面性状測定車「Ｅ－ＮＥＸＣＯ 

Ｅｙｅ」を用いて、路面調査業務を実施しております。他社と共同で、インドの有料道路運営

事業へも参画しています。さらに、国内の高速道路事業で蓄積された技術とノウハウを活用

し、インドやバングラデシュ等において道路の運営・維持管理に関するコンサルティング事業
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を行っております。 

 

当連結会計年度のその他の事業における営業収益は３３億８百万円（前期比３．３％増）、営

業費用は２９億３５百万円（前期比４．３％増）となり、この結果、３億７３百万円の営業利

益（前期は３億９０百万円の営業利益）となりました。 

 

（２）対処すべき課題 

 

当社は、安全・安心・快適・便利な高速道路サービスを提供しつつ、高速道路機構に対して

協定に基づく道路資産賃借料を着実に支払うとともに、高速道路ネットワークの形成を進めて

いく必要があります。特に、高速道路の管理については、景気の動向等が交通動向や料金収入

に与える影響を注視する一方、資材や人件費の高騰が今後も継続すること等を見据えた事業費

管理を行い、お客さまを第一に考え、適切な運用を図っていかなくてはなりません。 

 

 （主な課題と対応） 

大雨や集中降雪等、気候変動に伴う広域的で同時多発的な異常気象への対応、高速道路の更

新事業の推進、東京外かく環状道路（関越～東名）における地表面陥没・空洞事故に対する丁

寧な対応等が求められております。 

これらの課題に対し、当社グループは、「高速道路における安全・安心実施計画」及び「ＮＥ

ＸＣＯ東日本グループ中期経営計画」に基づき、災害時における地域や関係機関との危機管理

体制の整備や広報・情報提供オペレーションの確立等による対応力・情報力の強化、高速道路

のネットワーク機能の充実に向けた首都圏環状道路等の安全で確実な整備、高速道路リニュー

アルプロジェクトの推進、４車線化の推進、ＳＡ・ＰＡのリニューアル等に取り組んでまいり

ます。 

 

 （事業環境の変化と対応） 

令和５年９月６日に道路整備特別措置法等の改正法が施行され、高速道路の料金徴収期間が

延長されました。これにより、高速道路の更新・進化に必要な事業が追加され、その財源が確

保されたことから、令和６年１月に策定した「高速道路の更新計画」に基づき、着実に事業を

進めてまいります。 

ＳＡ・ＰＡにおけるトラックドライバーの確実な休憩・休息機会の確保に向け、令和５年  

１２月２６日に公表した「高速道路ＳＡ・ＰＡ における利便性向上に関する整備方針」に基づ

き、駐車マスの拡充や予約駐車マスの整備、画像処理技術を活用した満空情報の提供による駐

車場利用の平準化等の対策を着実に進めてまいります。 

割引適用待ち車両の滞留等が課題となっている深夜割引を見直し、走行分に応じた形にする

とともに、割引が適用される時間帯を拡大することとしており、準備を進めています。中日本

高速道路株式会社の管内における広域的なＥＴＣシステム障害の発生について、当社としても

重大に受け止め、関係機関と連携しながら対策を講じてまいります。 

ＩＣＴ、ＡＩ、ロボティクス、センサー、デジタル通信（５Ｇ・６Ｇ）、ビッグデータ活用等

の技術革新が急速に進展しています。自動運転車両やコネクテッドカーの普及による自動運転
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社会が現実のものとなりつつあり、人手不足問題への対策としても大きな期待を寄せられてい

ます。当社は、「自動運転社会の実現を加速させる次世代高速道路の目指す姿(構想)」の実現に

向けた各重点プロジェクトの一つとして、安全で円滑な交通を支援する情報の収集・提供を行

うための実証実験に向けた準備を進めるとともに、当社管内の高速道路全域で利用可能な新し

い情報提供アプリを開発してまいります。 

脱炭素社会の実現に向け、当社では、令和６年６月に、「ＮＥＸＣＯ東日本グループ カーボ

ンニュートラル推進戦略」を策定しました。当社グループとして２０５０年カーボンニュート

ラルに最大限貢献するための目標や具体的な方策を盛り込んでいます。道路空間におけるＬＥ

Ｄ照明の整備や建物のＺＥＢ化により電気使用量を削減しています。また、当社の維持管理作

業により発生する伐採木・刈草等の植物発生材を活用したバイオマスガス化発電によるエネル

ギー創出等、再生可能エネルギーの創造にも取り組んでいます。なお、令和７年４月９日に「道

路法等の一部を改正する法律」が成立し、道路分野の脱炭素化を推進するための枠組みが導入

されました。今後は国とも連携し脱炭素化に向けた取組みを更に推進してまいります。 

高速道路を将来にわたり維持し、進化させ続けるためには、現場力の源泉である人材の確保

と育成が経営上の重要課題です。当社が求める人材像・能力・スキルを明示し、人材育成手法、

ジョブローテーションとライフステージを両立する仕組み等を盛り込んだ「ＮＥＸＣＯ東日本

人材育成方針」に基づき、社員一人ひとりの成長をサポートし、高品質な高速道路を維持する

という社会的使命を果たしてまいります。 

当社は、グループ倫理行動規範を定め、役員及び社員が高い倫理観を保持し行動する環境を

整備しておりますが、当連結会計年度においては、料金所に勤務していたグループ会社社員に

よる現金着服が発生しました。この事案を踏まえ料金所における現金管理の適正化等の再発防

止に取り組んでおり、引き続きコンプライアンスの徹底に努めてまいります。 

令和７年度は現中期経営計画の最終年度に当たります。当社を取り巻く事業環境の変化を踏

まえ、次期中期経営計画（令和８年度から令和１２年度までの５年間）の策定を進めておりま

す。高速道路をこれまで以上に有効に活用し、その効果を最大限発揮させることで、地域社会

の発展と暮らしの向上、更には広く日本経済全体の活性化に貢献してまいります。 

株主様におかれましては、今後とも当社グループの事業に対し、一層のご支援を賜りますよ

うお願いいたします。 
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（３）資金調達の状況 

 

当連結会計年度の道路建設等の資金に充てるため、次のとおり、総額３，９５０億円の普通

社債を発行するとともに、金融機関から総額１，４５０億円の借入れを行い、総額５，４００

億円を調達いたしました。 

種 別 発行日又は借入日 発行額又は借入額 

東日本高速道路株式会社

第１１０回社債 
令和６年４月２５日 ６５０億円 

東日本高速道路株式会社

第１１１回社債 
令和６年４月２５日 １，０００億円 

東日本高速道路株式会社

第１１２回社債 
令和６年４月２５日 １４０億円 

東日本高速道路株式会社

第２回社債（分割制限付

少人数私募） 

令和６年５月２４日 １７０億円 

東日本高速道路株式会社

第１１３回社債 
令和６年７月２５日 ６００億円 

東日本高速道路株式会社

第１１４回社債 
令和６年７月２５日 ５００億円 

東日本高速道路株式会社

第１１５回社債 
令和６年７月２５日 ２６０億円 

東日本高速道路株式会社

第１１６回社債 
令和６年９月２５日 ２００億円 

東日本高速道路株式会社

第１１７回社債 
令和６年１１月２９日 ３３０億円 

東日本高速道路株式会社

第１１８回社債 
令和６年１１月２９日 １００億円 

長期借入金 令和６年８月２６日 ６００億円 

長期借入金 令和６年９月３０日 ３００億円 

長期借入金 令和６年１１月２９日 ２００億円 

長期借入金 令和６年１２月１３日 １００億円 

長期借入金 令和６年１２月２０日 ５４億円 

長期借入金 令和６年１２月２０日 ４６億円 

長期借入金 令和７年２月２１日 １５０億円 

合計  ５，４００億円 

上記のほか、高速道路機構から２９億３，６９６万円の無利子借入を行いました。 

なお、道路建設等の事業資金に充てるために当社が負担している債務のうち、当連結会計年

度においては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１５条第１項の規定に基づ

き、高速道路機構に帰属した道路資産に対応する２，９００億円（社債債務１，９５０億円及

び借入金債務９５０億円）の債務が高速道路機構に引き受けられました。 

また、令和７年３月１３日開催の取締役会において、令和７年度における普通社債及び長期

借入金の調達限度額を９，９１４億円、短期社債に係る残高の限度額を１，５００億円、短期

借入金に係る残高の限度額を７５０億円とすることをそれぞれ決議いたしました。 
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（４）設備投資の状況  

 

① 当連結会計年度中に完成した主要設備 

 

（高速道路事業） 

首都圏中央連絡自動車道つくば西スマートＩＣ料金所ほか１料金所の新設（全２料金所） 

首都圏中央連絡自動車道つくば西スマートＩＣ料金所ほか１６２料金所における料金収受設

備の新設、更新（全１６３料金所） 

 

 

② 当連結会計年度継続中の主要設備の新設・拡充 

 

（高速道路事業） 

東北自動車道白石中央スマートＩＣ料金所ほか５料金所の新設（全６料金所） 

東北自動車道白石中央スマートＩＣ料金所ほか２２４料金所における料金収受設備の新設、

更新（全２２５料金所） 

 

（道路休憩所事業） 

東北自動車道佐野ＳＡ（上り線）の拡充 
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（５）財産及び損益の状況  

   

 ①企業集団の財産及び損益の状況 

区分 単位 
令和３年度 

第 17 期 

令和４年度 

第 18 期 

令和５年度 

第 19 期 

令和６年度 

第 20 期 
（当連結会計年度） 

営 業 収 益 

（売 上 高） 
百万円 1,030,388 1,108,624 1,111,528 1,171,883 

経 常 利 益 

又 は 損 失 
百万円 △1,223 △1,738 9,058 6,877 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

又は純損失 

百万円 △1,480 7,384 8,742 5,829 

１株当たり 

当期純利益 

又は純損失 

円 △14.09 70.33 83.26 55.51 

総 資 産 百万円 1,536,237 1,745,022 1,962,169 2,157,733 

純 資 産 百万円 235,464 240,135 256,749 276,256 

自己資本比率 ％ 15.32 13.76 13.08 12.80 

１株当たり 

純資産 
円 2,242.52 2,287.00 2,445.23 2,631.00 

 

②当社の財産及び損益の状況 

区分 単位 
令和３年度 

第 17 期 

令和４年度 

第 18 期 

令和５年度 

第 19 期 

令和６年度 

第 20 期 
（当事業年度） 

営 業 収 益 

（売 上 高） 
百万円 1,011,999 1,086,184 1,086,549 1,145,773 

経 常 利 益 

又 は 損 失 
百万円 △6,469 △7,847 1,113 1,769 

当期純利益 

又は純損失 
百万円 △4,172 3,533 2,407 3,067 

１株当たり 

当期純利益 

又は純損失 

円 △39.73 33.65 22.93 29.21 

総 資 産 百万円 1,488,929 1,698,174 1,906,970 2,098,728 

純 資 産 百万円 191,830 195,398 197,817 200,855 

自己資本比率 ％ 12.88 11.50 10.37 9.57 

１株当たり 

純資産 
円 1,826.95 1,860.93 1,883.97 1,912.91 
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（６）主要な事業内容 

 事業部門 主要な事業内容 

高速道路事業 
道路管理事業 

道路建設事業 

受託事業 道路受託事業 

道路休憩所事業 道路休憩所事業 

その他の事業 

駐車場事業 

トラックターミナル事業 

占用施設活用事業 

ホテル事業 

ウェブ事業 

コンサルティング事業 

海外事業 

カード事業 

  

（７）主要な営業所 

                           （令和７年３月３１日現在） 

① 当社の主要な事業所 

 

・本社        （東京都千代田区） 

・支社 北海道支社   （札幌市）      【  ５管理事務所、２工事事務所】 

東北支社     （仙台市）      【１３管理事務所、３工事事務所】 

関東支社     （さいたま市）  【１２管理事務所、６工事事務所】 

新潟支社     （新潟市）      【  ４管理事務所、１工事事務所】 

 

 

②主要な子会社の本店所在地  

 

株式会社ネクスコ・トール東北（仙台市） 

株式会社ネクスコ・トール関東（東京都墨田区） 

株式会社ネクスコ・トール北関東（さいたま市） 

株式会社ネクスコ・エンジニアリング北海道（札幌市） 

株式会社ネクスコ・エンジニアリング東北（仙台市） 

株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング（東京都荒川区） 

株式会社ネクスコ・エンジニアリング新潟（新潟市） 

株式会社ネクスコ・メンテナンス北海道（札幌市） 

株式会社ネクスコ・メンテナンス東北（仙台市） 

株式会社ネクスコ・メンテナンス関東（東京都千代田区） 

株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟（新潟県長岡市） 

株式会社ネクスコ・パトロール東北（仙台市） 

株式会社ネクスコ・パトロール関東（さいたま市） 

株式会社ネクスコ・サポート北海道（札幌市） 
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株式会社ネクスコ・サポート新潟（新潟市） 

株式会社ネクスコ東日本トラスティ（東京都港区） 

株式会社関東エリアクリーン（東京都千代田区） 

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト（東京都港区） 

株式会社ネクスコ東日本リテイル（東京都港区） 

株式会社ネクスコ東日本エリアサポート（東京都港区） 

株式会社ネクスコ東日本ロジテム（千葉県習志野市） 

株式会社ネクスコ東日本シティフード（東京都港区） 

株式会社ネクスコ東日本イノベーション＆コミュニケーションズ（東京都港区） 

E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED（インド国ハリヤナ州） 

注）令和６年６月２６日にネクセリア東日本株式会社が株式会社ネクスコ東日本エリア

トラクトに、株式会社ネクセリア・シティフードが株式会社ネクスコ東日本シティフー

ドに、それぞれ商号を変更しました。 

注）株式会社ネクスコ東日本リテイルと株式会社ネクスコ東日本エリアサポートは、令和６

年６月２７日に、当社と株式会社ネクスコ東日本エリアトラクトとの株式交換により、株

式会社ネクスコ東日本エリアトラクトの子会社（当社の孫会社）となりました。 

注）株式会社ネクスコ東日本ロジテムは、令和６年７月２日に、同社の株式が株式会社ネク

スコ東日本リテイルから株式会社ネクスコ東日本エリアトラクトに現物配当されたこと

により、株式会社ネクスコ東日本エリアトラクトの子会社（当社の孫会社）となりました。 

 

（８）従業員の状況 

                           （令和７年３月３１日現在） 

①企業集団の使用人の状況 

事業部門 従業員数 対前期比増減 

高速道路事業 
１４，５０７名 １０２名増 

受託事業 

道路休憩所事業 
９５５名 ２７名増 

その他の事業 

共通部門 ４１４名 １０名増 

計 １５，８７６名 １３９名増 

 

②当社の使用人の状況 

従業員数 対前期比増減 平均年齢 平均勤続年数 

２，６００名 ２７名増 ４０．２歳 １６．２年 

  注）当社から社外への出向者を除き、社外からの出向者を含みます。 
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（９）重要な子会社の状況            

（令和７年３月３１日現在） 

①重要な子会社の状況 

名称 資本金 議決権比率 主要な事業内容 

株式会社ネクスコ・トール東北 90 百万円 100.0％ 料金収受業務 

株式会社ネクスコ・トール関東 90 百万円 100.0％ 料金収受業務 

株式会社ネクスコ・トール北関東 90 百万円 100.0％ 料金収受業務 

株式会社ネクスコ・エンジニアリ

ング北海道 
60 百万円 100.0％ 保全点検業務 

株式会社ネクスコ・エンジニアリ

ング東北 
90 百万円 100.0％ 保全点検業務 

株式会社ネクスコ東日本エンジニ

アリング 
90 百万円 100.0％ 保全点検業務 

株式会社ネクスコ・エンジニアリ

ング新潟 
40 百万円 100.0％ 保全点検業務 

株式会社ネクスコ・メンテナンス

北海道 
43 百万円 100.0％ 維持修繕業務 

株式会社ネクスコ・メンテナンス

東北 
99 百万円 100.0％ 維持修繕業務 

株式会社ネクスコ・メンテナンス

関東 
90 百万円 100.0％ 維持修繕業務 

株式会社ネクスコ・メンテナンス

新潟 
72 百万円 100.0％ 維持修繕業務 

株式会社ネクスコ・パトロール東

北 
60 百万円 100.0％ 交通管理業務 

株式会社ネクスコ・パトロール関

東 
90 百万円 100.0％ 交通管理業務 

株式会社ネクスコ・サポート北海

道 
40 百万円 100.0％ 

料金収受業務及び交通

管理業務 

株式会社ネクスコ・サポート新潟 40 百万円 100.0％ 
料金収受業務及び交通

管理業務 

株式会社ネクスコ東日本トラステ

ィ 
45 百万円 100.0％ 

用地の取得・管理及び社

屋等管理業務 

株式会社関東エリアクリーン 30 百万円 100.0％ 維持修繕業務 

株式会社ネクスコ東日本エリア

トラクト 
15 億円 100.0％ 

ＳＡ・ＰＡ内商業施設の

管理・運営業務 

株式会社ネクスコ東日本リテイル 90 百万円 100.0％ 
ＳＡ・ＰＡ内直営店舗運

営業務 

株式会社ネクスコ東日本エリアサ

ポート 
90 百万円 100.0％ 

ＳＡ・ＰＡ内商業施設の

管理点検業務及びコン

シェルジェ業務 

株式会社ネクスコ東日本ロジテム 90 百万円 100.0％ 
ＳＡ・ＰＡ内店舗への配

送等業務 

株式会社ネクスコ東日本シティ

フード 
60 百万円 100.0％ 飲食店舗運営業務 

株式会社ネクスコ東日本イノベー

ション＆コミュニケーションズ 
85 百万円 100.0％ 

ＳＭＨ関連技術や情報

基盤高度化技術の調

査、研究、開発業務 

E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED 
3 億 9百万 

ルピー 
100.0％ 

インドにおける高速道

路分野の技術支援業務 
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注）株式会社関東エリアクリーンは、株式会社ネクスコ・メンテナンス関東の完全子会社（当

社の孫会社）であります。 

注）令和６年６月２６日にネクセリア東日本株式会社が株式会社ネクスコ東日本エリア

トラクトに、株式会社ネクセリア・シティフードが株式会社ネクスコ東日本シティフー

ドに、それぞれ商号を変更しました。 

注）株式会社ネクスコ東日本リテイルと株式会社ネクスコ東日本エリアサポートは、令和６

年６月２７日に、当社と株式会社ネクスコ東日本エリアトラクトとの株式交換により、株

式会社ネクスコ東日本エリアトラクトの子会社（当社の孫会社）となりました。 

注）株式会社ネクスコ東日本ロジテムは、令和６年７月２日に、同社の株式が株式会社ネク

スコ東日本リテイルから株式会社ネクスコ東日本エリアトラクトに現物配当されたこと

により、株式会社ネクスコ東日本エリアトラクトの子会社（当社の孫会社）となりました。 

注）株式会社ネクスコ東日本シティフードは、株式会社ネクスコ東日本エリアトラクトの

完全子会社（当社の孫会社）であります。 

 

②その他の重要な企業結合の状況 

 名称 資本金 議決権比率 主要な事業内容 

東京湾横断道路株式会社 900 億円 33.3％ 

東京湾アクアライン、海

ほたるＰＡの管理・運営

業務 

株式会社ＮＥＸＣＯシステムソリ

ューションズ 
50 百万円 33.3％ 

ＮＥＸＣＯ３社の基幹と

なるシステムの運用管理

業務 

株式会社高速道路総合技術研究所 45 百万円 33.3％ 

ＮＥＸＣＯ３社の高速道

路技術に関する調査・研

究・技術開発業務 

高速道路トールテクノロジー株式

会社 
75 百万円 30.3％ 

料金収受機械保守整備業

務、料金収入の計数管理

業務、料金システム関係

業務 

株式会社ＮＥＸＣＯ保険サービス 15 百万円 33.3％ 

損害保険代理店業務、生

命保険募集業務、保険コ

ンサルティング業務 

東北高速道路ターミナル株式会社 
10 億 82 百

万円 
27.0％ 

仙台南トラックターミナ

ル、郡山トラックターミ

ナルの管理・運営業務 

日本高速道路インターナショナル

株式会社 
49 百万円 29.4％ 

海外の高速道路の新設・

改築・維持・修繕・管理に

関する業務 
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（１０）主要な借入先の状況                       

借入先 借入額 

株式会社みずほ銀行 ６３億４２百万円 

株式会社三井住友銀行 ４０億２９百万円 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ４０億２９百万円 

農林中央金庫 ３９億６３百万円 

信金中央金庫 ３５億８５百万円 

注）当連結会計年度においては、上記のクラブ型シンジケートローン（総額３００億円）の

ほか、ジェネラル型シンジケートローン等（総額１，１５０億円）を借り入れております。 
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２．会社の株式に関する事項 

（令和７年３月３１日現在） 

（１）株式の状況 

 

① 発行可能株式総数  ４２０百万株 

② 発行済株式の総数  １０５百万株 

③ 株主数           １名 

④ １単元の株式数     １００株 

 

（２）株主の状況 

株主名 
当社への出資状況 当社の株主への出資状況 

持ち株数 議決権比率 持ち株数 議決権比率 

財務大臣 105,000,000 株 100.00％ － － 
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３．会社役員に関する事項 

 

（１）取締役及び監査役の状況  

（令和７年３月３１日現在） 

氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況 

渡邉 光一郎 

 

取締役会長 

 

日本電信電話株式会社社外取締役 

株式会社オリエンタルランド社外取締役 

由木 文彦 

 

代表取締役社長 

ＣＥＯ（最高経営責任者） 

 

髙橋 知道 

 

代表取締役兼副社長執行役員 

建設事業本部長 

 

伊勢田 敏 

 

取締役兼常務執行役員 

経営企画本部長 

 

椎名 穣 

 

取締役兼常務執行役員 

総務・経理本部長 

 

田仲 博幸 

 

取締役兼常務執行役員 

管理事業本部長 

 

吉見 秀夫 

 

取締役兼常務執行役員 

サービスエリア・新事業本部長 

 

宮川 暁世 取締役  

佐藤  二 監査役（常勤）  

黒田 泰則 監査役（常勤）  

河内 祐典 監査役（常勤）  

矢ケ﨑 紀子 監査役（非常勤） 日本貨物鉄道株式会社社外取締役 

東武鉄道株式会社社外取締役 

注）令和６年６月２５日開催の第１９期定時株主総会において、以下のとおり決議されました。 

 ・渡邉光一郎氏、田仲博幸氏及び吉見秀夫氏は新たに取締役に選任され、就任いたしました。 

 ・由木文彦氏、髙橋知道氏、伊勢田敏氏、椎名穣氏及び宮川暁世氏は取締役に再任され、就

任いたしました。  

注）取締役渡邉光一郎氏及び宮川暁世氏は、会社法第２条第１５号に規定する社外取締役であ

ります。 

注）監査役黒田泰則氏、河内祐典氏及び矢ケ﨑紀子氏は、会社法第２条第１６号に規定する社

外監査役であります。 

注）宮川暁世氏の戸籍上の氏名は、浅川暁世であります。 

注）日本電信電話株式会社、株式会社オリエンタルランド、日本貨物鉄道株式会社及び東武鉄道

株式会社と当社との間には、特別の利害関係はありません。 

注）当社は、社外取締役である渡邉光一郎氏及び宮川暁世氏並びに監査役である佐藤 二氏、

黒田泰則氏、河内祐典氏及び矢ケ﨑紀子氏との間で、その職務を行うにつき善意でありかつ

重大な過失がなかったときは、会社法第４２５条第１項に定める最低責任限度額をその責任

の限度とする旨の契約を締結しております。 

注）当社は、取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とする会社法第４３０条の３第１
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項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約

では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して

損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金、訴訟費用等が塡補される

こととなります。 

 

（２）取締役及び監査役に支払った報酬等の額 

区分 人数 報酬等の額 

取締役 １１名 １４５百万円 

監査役 ４名 ５９百万円 

計 １５名 ２０５百万円 

注）上記支給人数には、第１９期定期株主総会において退任した取締役３名を含んでおります。 

注）上記報酬等の額には、社外役員６名の報酬の総額６１百万円を含んでおります。 

注）上記報酬等の額には、慰労金として、退任取締役３名に支給した９百万円を含んでおりま

す。 

注）上記のほか、当連結会計年度において役員退職慰労引当金として１４百万円（退任した役

員分を含む。）を繰り入れております。 

注）平成１７年９月２１日開催の創立総会決議による取締役の報酬総額は年額２００百万円以

内、監査役の報酬総額は年額７０百万円以内です。 

  なお、取締役の員数は１０名以内、監査役の員数は４名以内と定款に定めております。 

注）当社は、取締役の個人別の報酬について、上記注記記載の創立総会で定めた年間報酬総額

の範囲内で配分することとしており、職責に応じた報酬額とすることを前提に、その決定権

限を取締役会から代表取締役社長由木文彦に委任しております。 

 

（３）社外役員に関する事項 

 

①  各社外役員の主な活動状況 

 

Ⅰ 取締役 渡邉 光一郎 

当連結会計年度における主な活動状況 

取締役会へは就任後、当該年度の在任期間中に開催された１２回全てに出席し、主に長年

にわたる企業経営の豊富な経験と実績を生かし、経営から独立した客観的・中立的な立場

から、取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保す

るという、当社が社外取締役として期待する役割を果たすため、必要な発言を行っており

ます。 

 

Ⅱ 取締役 宮川 暁世 

当連結会計年度における主な活動状況 
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取締役会へは当該年度に開催された１４回全てに出席し、金融機関において培った経理、

金融等に関する経験・識見を生かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締

役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督の妥当性・適正性を確保するという、

当社が社外取締役として期待する役割を果たすため、必要な発言を行っております。 

 

Ⅲ 監査役 黒田 泰則 

当連結会計年度における主な活動状況 

取締役会へは当該年度に開催された１４回全てに出席し、監査役会へは１５回全てに出席

し、主に、法令や定款の遵守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監

督の妥当性・適正性を確保する見地から、発言を行っております。また、常勤監査役とし

て経営会議その他の重要会議に出席のほか、支社、事務所、グループ会社の往査等を行い、

会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われて

いるかを監査しております。また、代表取締役との意見交換の場において、有益な意見具

申をしております。 

 

Ⅳ 監査役 河内 祐典 

当連結会計年度における主な活動状況 

取締役会へは当該年度に開催された１４回全てに出席し、監査役会へは１５回全てに出席

し、主に、法令や定款の遵守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監

督の妥当性・適正性を確保する見地から、発言を行っております。また、常勤監査役とし

て経営会議その他の重要会議に出席のほか、支社、事務所、グループ会社の往査等を行い、

会計監査人・内部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われて

いるかを監査しております。また、代表取締役との意見交換の場において、有益な意見具

申をしております。 

 

Ⅴ 監査役 矢ケ﨑 紀子 

当連結会計年度における主な活動状況 

取締役会へは当該年度に開催された１４回の中１０回に出席し、監査役会へは１５回全て

に出席し、主に、法令や定款の遵守並びに取締役会における意思決定及び取締役の職務執

行の監督の妥当性・適正性を確保する見地から、発言を行っております。また、監査役会

において常勤監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、会計監査人・

内部監査部門とも連携を図り、取締役の職務の執行が適法、適切に行われているかを監査

しております。また、代表取締役との意見交換の場において、有益な意見具申をしており

ます。 
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４．会計監査人の状況 

 

（１）会計監査人の名称  

 

ＥＹ新日本有限責任監査法人 

 

（２）当連結会計年度に係る会計監査人の報酬等の額 

報酬等の額 ７４百万円 

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額 
１０１百万円 

注）表下段の額には、表上段の額を含んでおります。 

注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当連結会

計年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。 

注）当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を

踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠

等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第３９９条第１項の同意を

行っております。 

 

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針  

 

会計監査人が会社法第３４０条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監

査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任します。 

また、当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると

判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決

定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。 
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５．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容及びその運用状況の概要 

 

当社は、社長を委員長とする「内部統制委員会」において内部統制システムの基本方針に係

る運用状況を審議し、その結果について取締役会に報告するほか、基本方針の内容変更の要否

について審議するなど、実効性のある内部統制システムの構築・運用に取り組んでおります。

当連結会計年度においては、令和７年３月に内部統制委員会を開催し、委員会の審議結果とし

て、内部統制システムが適切に運用されていることを同月の取締役会に報告しています。 

なお、同委員会において、内部統制システムの基本方針の一部改正を審議しています。サー

ビスエリア事業のグループ内組織再編に伴い、内部統制システムの基本方針に孫会社の業務の

適正を確保するための体制に係る項目を追加することとし、同月の取締役会で決議しました。

（令和７年４月１日施行） 

当社の業務の適正を確保するための体制及び当連結会計年度における当該体制の運用状況の

概要は、次のとおりであります。 

   

【１】業務の適正を確保するための体制 

 

① 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

取締役は、取締役会の意思決定に参画するとともに、取締役の職務を相互に監督し、法令に

定める「善管注意義務」及び「忠実義務」に則って適切に職務を行う。 

高い倫理観と社会的ルールの遵守のための行動指針として、倫理行動規範を定め、取締役は

これを率先して実践する。 

また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体などには、毅然として対

応し、一切の関係を遮断することとし、そのために必要な体制の整備を図る。 

 

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

    

職務の執行に係る文書その他の情報につき、社内規則を定め、適切に保存及び管理を行う。 

 

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

安全・安心を最優先に、事故・災害等の発生に備えて事故・災害等の予防、応急対策及び復

旧に関する規程等社内規則を定め、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えるとともに、老朽

化する高速道路の確実な維持管理に向けた取組を行う。 

また、リスクマネジメントに関する規程等社内規則を定め、事業執行上の各種のリスクにつ

いては、それぞれの担当部署において対策を講じるとともに、委員会等で適宜検証し、適切に

対応する体制を整えるほか、経営に与える影響の大きい最重要リスクのマネジメントについて

は、重要経営課題として位置付け、取り組むこととする。 

 

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
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取締役会を毎月１回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、会社の重要な業

務執行に係る決議、報告を行うとともに、経営会議を設置し、全社的に影響を及ぼす重要事項

を十分に審議する。 

また、経営の監督機能と業務執行機能の明確な役割分担の下、役員・執行役員間の全社的な

経営情報の共有を行う役員連絡会を設置し、取締役会の決議又は経営会議の審議に基づく代表

取締役の定めた方針に従い業務を執行する体制を確立するとともに、組織と職務権限・責任に

関する社内規則を定め、効率的執行を確保する。 

 

⑤ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

当社が行う高速道路事業の高い公共性に鑑み、法令、定款、倫理行動規範、その他社内規則

及び社会通念等を遵守した職務の執行を確保するため、法令遵守活動に関する委員会を設置し、

コンプライアンス体制の推進を図ることにより、使用人が高い倫理観を保持し行動する環境を

整備する。 

また、内部監査の専属組織を設置し、継続的な監査を実施する。 

加えて、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体などには、毅然として

対応し、一切の関係を遮断することとし、そのために必要な体制の整備を図る。 

 

⑥ 当社並びに当社の子会社及び孫会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制 

 

１ 当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  

 

必要に応じて、子会社の職務執行状況について役員連絡会における報告を義務づけるほか、

子会社の経営管理に関する社内規則を定め、子会社の経営管理上重要な事項について、当社

の承諾等を行う体制を整える。 

 

２ 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

 

子会社がリスクマネジメントに関する規程等社内規則を定めるなど、子会社において事業

執行上の各種のリスクに適切に対応する体制を整える。 

 

３ 当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

 

グループ戦略会議を設置し、当社グループの事業戦略を推進かつ共有するほか、子会社に

取締役会を設置し適切に運営するなど、子会社の態様に応じ、効率的執行を確保する。 

 

４ 当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制  
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子会社の取締役及び使用人が法令、定款、その他社内規則及び社会通念等を遵守するため、

当社グループ倫理行動規範を定めるほか、必要に応じて、子会社における内部統制体制につ

いて指導・支援を行うことにより、子会社の取締役及び使用人が高い倫理観を保持し行動す

る環境の整備に努めるとともに、子会社の内部監査を定期的に実施する。 

 

５ 孫会社の業務の適正を確保するための体制 

孫会社の業務の適正を確保するため、前各号と同等の体制を、孫会社の親会社となる子会

社を通じて整える。 

 

⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項 

 

監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当の専属組織を設置し、専属の使用人を配置する。 

 

⑧ 前条の使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の

実効性の確保に関する事項 

 

前条の使用人については業務執行部門との兼務を行わず、監査役の職務補助専任とするとと

もに、その人事異動については、監査役に協議することとする。 

 

⑨ 当社の監査役への報告に関する体制 

 

１ 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 

 

取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに

重大な影響を及ぼす事項を速やかに報告するとともに、内部監査の実施状況、法令違反その

他のコンプライアンスに関する事実についての通報の状況を定期的に報告することとする。 

 

２ 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の

監査役に報告をするための体制 

 

前項の体制に加え、必要に応じて、監査役と子会社の取締役及び監査役が情報共有する体

制を整える。 

 

⑩ 前条の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制  

 

通報に関する社内規則を定め、通報者に対する不利な取扱いを禁止する。 
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⑪ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 

監査役が職務の執行に関する所要の費用等を請求するときは、当該費用等が監査役の職務の

執行に必要でないと認められる場合を除き、請求に応じる。 

 

⑫ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

監査役監査の有効性に資するよう、内部監査及び会計監査人による会計監査は、それぞれの

立場で、監査結果の意見交換等により監査役監査との連係に努めることとする。 

 

【２】業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 

① 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

取締役は、取締役会の意思決定に参画し、取締役の職務を相互に監督し、法令に定める善管

注意義務及び忠実義務に則って適切に職務を行っている。 

また、取締役は、「ＮＥＸＣＯ東日本グループ倫理行動規範」を率先して実践している。 

さらに、地区ごとに警察等関係機関と「不当要求防止連絡協議会」を組織するなどし、反社

会的勢力及び団体との一切の関係の排除に取り組んでいる。 

 

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

    

「取締役会規程」、「文書管理規程」等に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保

存及び管理している。 

 

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

「防災業務計画」や大規模災害発生時における事業継続計画等に基づき、事故・災害等の発

生について迅速かつ適切な対応ができる体制を整えている。経年劣化による構造物の老朽化等

に対応するため、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と共同で作成した「東・

中・西日本高速道路の更新計画」及び「新たな更新計画」に基づき、大規模更新工事・大規模修

繕工事等の更新事業を適切かつ確実に進めている。 

また、「リスクマネジメント規程」に基づき、事業執行上の各種のリスクについてそれぞれの

担当部署において対策を講じるとともに、リスク管理推進委員会でその内容の検証を行うこと

に加え、最重要リスクのマネジメントについて審議を行い、その結果を取締役会に報告してい

る。 

加えて、当連結会計年度においては、カスタマーハラスメントに対して組織として毅然と対

処し、当社グループの従業員を守るため、カスタマーハラスメントに対する基本方針を制定し

た。 
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④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

当連結会計年度において取締役会を１４回開催したほか、経営会議を１８回、役員連絡会を

１０回開催し、経営の監督のほか、適正かつ効率的な職務執行に寄与する意思決定、情報共有

等を行っている。 

加えて、「組織規程」、「職務権限・責任規程」を定め、適正かつ効率的な職務執行体制を構築

している。 

 

⑤ 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

事業年度ごとに定めるコンプライアンス推進活動計画を推進することにより、使用人が高い

倫理観を保持し行動する環境を整えており、推進活動状況はコンプライアンス委員会において

モニタリングし、取締役会に報告している。 

また、業務監査室による継続的な内部監査を実施している。 

加えて、地区ごとに警察等関係機関と「不当要求防止連絡協議会」を組織するなどし、反社

会的勢力及び団体との一切の関係の排除に取り組んでいる。 

 

⑥ 当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

１ 当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  

 

役員連絡会において子会社の取締役から職務執行状況を報告させているほか、「グループ経

営規程」に基づき、子会社の経営管理上重要な事項につき当社にて承諾等を行う体制を構築

している。 

 

２ 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

 

当社の「リスクマネジメント規程」において、子会社がリスクマネジメントに関する社内

規則を制定し、当社が定める方針に基づきリスクマネジメントを実施する旨を定めている。 

各子会社は、当社の規程を踏まえ、各社のリスクマネジメントに関する社内規則を定め、

事業執行上の各種のリスクについて適切に対応できる体制を整えている。 

また、当連結会計年度においては、カスタマーハラスメントに対して組織として毅然と対

処し、当社グループの従業員を守るため、カスタマーハラスメントに対する基本方針を制定

した。 

 

３ 当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

 

当社グループの事業戦略の推進のためグループ戦略会議を開催し、事業戦略及び課題につ

いて共有している。 
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また、各子会社は、取締役会のほかに、必要に応じて経営に関する重要事項を審議する会

議体を設置・運営しているなど、子会社の態様に適応した効率的な職務執行を可能とする体

制を構築している。 

 

４ 当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制  

 

当社及び子会社のコンプライアンス推進責任者を集めた会議を年２回開催し、コンプライ

アンス推進に関する意見交換や情報を共有するほか、当社及び子会社の取締役及び使用人全

員に対してコンプライアンス情報を定期的に発信すること等により「ＮＥＸＣＯ東日本グル

ープ倫理行動規範」の遵守を徹底するとともに、必要の都度、子会社における内部統制体制

について指導・支援を行う等、子会社の取締役及び使用人が高い倫理観を保持し行動する環

境を整備している。 

また、当社業務監査室にて子会社の内部監査を定期的に実施している。 

なお、当連結会計年度においては、子会社取締役の職務をより客観的な立場から監査する

ため、子会社に社外監査役が就任した。 

 

⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項 

 

監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当の専属組織として監査役室を設置するとともに、

同室に専属の使用人を配置している。 

 

⑧ 前条の使用人の当社の取締役からの独立性及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の

実効性の確保に関する事項 

 

監査役室の専属の使用人については、業務執行部門との兼務を行わず、監査役の職務補助専

任としている。 

また、監査役室の専属の使用人の人事異動については、予め監査役に協議し、承諾を得た上

で行っている。 

 

⑨ 当社の監査役への報告に関する体制 

 

１ 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制 

 

取締役又は使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重

大な影響を及ぼす事項を確認した場合は速やかに報告しているほか、内部監査の実施状況、

法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての通報の状況を、監査役との意見

交換等を通じて定期的に報告している。 
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２ 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の

監査役に報告をするための体制 

 

子会社において法令違反その他のコンプライアンスに関する事象が発生した場合にあって

は、その都度子会社の取締役若しくは使用人又は当社の取締役若しくは使用人から必要な情

報提供を行っている。また、当社監査役による子会社ヒアリングにおいて子会社の取締役及

び監査役との意見交換等を通じて、必要な情報共有を行っている。 

 

⑩ 前条の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 

 

通報に関する社内規則において、通報者に対する不利な取扱いを明確に禁止している。 

 

⑪ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の

執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 

監査役からの職務の執行に関する所要の費用等の請求に対し、当該費用等が監査役の職務の

執行に必要でないと認められる場合を除き、支払いを行っている。 

 

⑫ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

業務監査室及び会計監査人は、それぞれの立場で実施した監査結果について監査役と意見交

換等を行って連携を図っており、監査役監査の有効性の向上に努めている。 
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Ⅰ 流動資産

現金及び預金 71,453

高速道路事業営業未収入金 111,989

未収入金 5,435

有価証券 30,083

仕掛道路資産 1,350,200

その他の棚卸資産 6,595

受託業務前払金 22,006

その他 166,931

貸倒引当金 △ 12

流動資産合計 1,764,683

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

建物 91,626

減価償却累計額 △ 42,947 48,678

構築物 76,415

減価償却累計額 △ 27,363 49,052

機械及び装置 185,212

減価償却累計額 △ 123,960 61,251

車両運搬具 73,198

減価償却累計額 △ 61,134 12,063

工具、器具及び備品 31,635

減価償却累計額 △ 20,911 10,724

土地 83,530

リース資産 10,423

減価償却累計額 △ 6,371 4,052

建設仮勘定 13,903

有形固定資産合計 283,256

２ 無形固定資産

無形固定資産 43,793

無形固定資産合計 43,793

３ 投資その他の資産

投資有価証券 40,067

長期前払費用 3,121

繰延税金資産 13,865

その他 7,074

貸倒引当金 △ 55

投資その他の資産合計 64,073

固定資産合計 391,124

Ⅲ 繰延資産

道路建設関係社債発行費 1,926

繰延資産合計 1,926

2,157,733

資 産 の 部

資　産　合　計

連　　結　　貸　　借　　対　　照　　表
令和7年3月31日現在

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　額
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科　　　　　目 金　　　　　額

Ⅰ 流動負債

高速道路事業営業未払金 156,236

１年内返済予定長期借入金 5,447

リース債務 1,608

未払金 51,039

未払法人税等 1,768

預り金 2,289

前受金 228

賞与引当金 8,042

その他 46,475

流動負債合計 273,136

Ⅱ 固定負債

道路建設関係社債 1,235,000

道路建設関係長期借入金 261,680

長期借入金 45,000

リース債務 2,957

その他引当金 112

退職給付に係る負債 50,700

のれん 843

その他 12,046

固定負債合計 1,608,341

1,881,477

Ⅰ 株主資本

資本金 52,500

資本剰余金 58,793

利益剰余金 153,402

株主資本合計 264,696

Ⅱ その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 319

為替換算調整勘定 △ 17

退職給付に係る調整累計額 11,257

その他の包括利益累計額合計 11,559

276,256

2,157,733負 債 ・ 純 資 産 合 計

負 債 の 部

負　債　合　計

純 資 産 の 部

純　資　産　合　計
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（単位：百万円）

営業収益 1,171,883

営業費用

道路資産賃借料 582,236

高速道路等事業管理費及び売上原価 529,979

販売費及び一般管理費 56,474 1,168,690

営業利益 3,193

営業外収益

受取利息 592

土地物件貸付料 641

持分法による投資利益 1,294

その他 1,357 3,886

営業外費用

支払利息 16

その他 185 201

経常利益 6,877

特別利益

固定資産売却益 79

その他 22 101

特別損失

固定資産除却損 222

その他 23 245

税金等調整前当期純利益 6,733

法人税、住民税及び事業税 1,247

法人税等調整額 △ 343 903

当期純利益 5,829

親会社株主に帰属する当期純利益 5,829

Ⅲ．

Ⅳ．

Ⅴ．

Ⅵ．

連　　結　　損　　益　　計　　算　　書
令和6年4月1日　から　令和7年3月31日　まで

科　　　　　目 金　　　　　額

Ⅰ.

Ⅱ.
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(単位：百万円)

52,500 58,793 147,573 258,867 363 0 △0 △ 2,481 △ 2,117 256,749

親会社株主に帰属する当期純利益 5,829 5,829 5,829

△ 43 △0 △ 17 13,738 13,676 13,676

－ － 5,829 5,829 △ 43 △0 △ 17 13,738 13,676 19,506

52,500 58,793 153,402 264,696 319 - △ 17 11,257 11,559 276,256

令和6年4月1日　から　令和7年3月31日　まで

　連結会計年度中の変動額

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

　連結会計年度中の変動額合計

令和7年3月31日残高

連　　結　　株　　主　　資　　本　　等　　変　　動　　計　　算　　書

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

令和6年4月1日残高
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連  結  注  記  表 

 

 

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 

一 連結の範囲に関する事項 

  すべての子会社を連結している。 

  連結子会社の数及び連結子会社の名称 

連結子会社の数  24 社 

    連結子会社の名称 

㈱ネクスコ・トール東北、㈱ネクスコ・トール関東、㈱ネクスコ・トール北関東、 

㈱ネクスコ・エンジニアリング北海道、㈱ネクスコ・エンジニアリング東北、 

㈱ネクスコ東日本エンジニアリング、㈱ネクスコ・エンジニアリング新潟、 

㈱ネクスコ・メンテナンス北海道、㈱ネクスコ・メンテナンス東北、 

㈱ネクスコ・メンテナンス関東、㈱ネクスコ・メンテナンス新潟、㈱ネクスコ・パトロール東北、 

㈱ネクスコ・パトロール関東、㈱ネクスコ・サポート北海道、㈱ネクスコ・サポート新潟、 

㈱ネクスコ東日本トラスティ、㈱関東エリアクリーン、 

㈱ネクスコ東日本エリアトラクト、㈱ネクスコ東日本リテイル、 

㈱ネクスコ東日本エリアサポート、㈱ネクスコ東日本ロジテム、㈱ネクスコ東日本シティフード、 

㈱ネクスコ東日本イノベーション＆コミュニケーションズ、 

E-NEXCO INDIA PRIVATE LIMITED 

 

（注）令和６年６月 26 日に、ネクセリア東日本㈱は㈱ネクスコ東日本エリアトラクトに、㈱ネクセリア・シ

ティフードは㈱ネクスコ東日本シティフードに、それぞれ商号を変更している。 

 

二 持分法の適用に関する事項 

   すべての関連会社に持分法を適用している。 

   持分法を適用した関連会社の数及び会社等の名称 

    持分法適用の関連会社数  ７社 

     会社等の名称 

東京湾横断道路㈱、㈱NEXCO システムソリューションズ、㈱高速道路総合技術研究所、 

高速道路トールテクノロジー㈱、㈱NEXCO 保険サービス、東北高速道路ターミナル㈱、 

日本高速道路インターナショナル㈱ 
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三 会計処理基準に関する事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）によっている。 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定

している） 

市場価格のない株式等 

主として移動平均法による原価法 

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

仕掛道路資産 

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によって

いる。 

なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算

した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却

工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としている。 

また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発

生したものは建設価額に算入している。 

商品・原材料・貯蔵品等 

最終仕入原価法等による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

によっている。 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

①  有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。 

主な耐用年数は以下のとおりである。 

建物     ７～50 年 

構築物        10～60 年 

機械及び装置  ５～17 年 

なお、当社が日本道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐

用年数によっている。 

②  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいている。 
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③  リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 

 

(3) 引当金の計上基準 

①  貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込額を計上している。 

②  賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上している。 

③  役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上している。 

 

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

①  繰延資産の処理方法 

道路建設関係社債発行費 

社債の償還期限までの期間で均等償却している。 

②  ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

為替予約について振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用している。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約 

ヘッジ対象：外貨建金銭債務 

ヘッジ方針 

一部の連結子会社は内規に基づき、為替変動リスクをヘッジしている。 

ヘッジ有効性評価の方法 

振当処理を採用している為替予約については、有効性の評価を省略している。 

③  退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっている。 

過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）に

よる定額法により費用処理している。 

数理計算上の差異は、主として各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理している。 

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部に

おけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上している。 
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④  外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

している。また、外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は全部純資産直入法により処理している。 

在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計算して

いる。 

⑤  収益及び費用の計上基準 

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の

内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は次のとおりである。 

高速道路事業 

高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行

っている。 

料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識している。なお、ETC マ

イレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポ

イント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転

した時に履行義務を充足するものとして収益を認識している。道路資産完成高は、高速道路事

業等会計規則（平成 17 年国土交通省令第 65 号）に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構に引き渡した時点で収益を認識している。 

受託事業 

受託事業においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等

及びその他委託に基づく事業を行っている。主として、履行義務を充足するにつれて、一定の

期間にわたり収益を認識している。発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例する

と判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）に基づき、進捗度

を測定している。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれ

る時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足さ

れたものとして収益を認識している。 

道路休憩所事業 

道路休憩所事業においては、高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行っている。道

路休憩所事業収入は、主に高速道路のサービスエリア等における商業施設及び敷地を賃貸して

おり、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識している。 
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２．会計方針の変更に関する注記 

  「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27 号 令和４年 10 月 28 日。以下

「令和４年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用している。 

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、令和４年改正会計基準

第 20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第 28 号 令和４年 10 月 28 日。以下「令和４年改正適用指針」という。）第 65－２項（２）ただ

し書きに定める経過的な取扱いに従っている。 

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算

書類における取扱いの見直しに関連する改正については、令和４年改正適用指針を当連結会計年度の期首か

ら適用している。 

なお、当該会計方針の変更による連結計算書類に与える影響はない。 

 

 

３．連結貸借対照表に関する注記 

一 担保に供している資産及び担保に係る債務 

(1)  高速道路株式会社法（平成 16 年法律第 99 号）第８条の規定により、当社の総財産を、道路建設関係

社債 1,235,000 百万円（額面）及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律

第100号）第15条の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した社債735,000

百万円（額面）の担保に供している。 

 

二 保証債務 

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っている。 

(1)  日本道路公団等民営化関係法施行法（平成 16 年法律第 102 号）第 16 条の規定により、独立行政法人

日本高速道路保有・債務返済機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が日本道路公

団から承継した借入金及び道路債券（国からの借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

が承継した借入金及び国が保有している債券を除く。）に係る債務については、独立行政法人日本高速

道路保有・債務返済機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っ

ている。 

 

(独)日本高速道路保有・債務返済機構 120,000 百万円 

中日本高速道路㈱ 

西日本高速道路㈱ 

－百万円 

－百万円 

合   計 120,000 百万円 

 

(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律第 100 号）第 15 条の規定により、

高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を独立行政法人日

本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額については、以下のとおり連帯して債務を負っている。 
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民営化以降、当社が発行した社債及び調達した借入金（財政融資資金借入金を除く）については、独

立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っている。 

 

(独)日本高速道路保有・債務返済機構 970,000 百万円 

  

なお、上記引き渡しにより、当連結会計年度で道路建設関係社債が 195,000 百万円（額面）、道路建

設関係長期借入金が 95,000 百万円それぞれ減少している。 

 

三 その他の棚卸資産の内訳 

商品 488 百万円 

未成工事支出金 

原材料及び貯蔵品 

2,797 百万円 

3,309 百万円 

合   計 6,595 百万円 

 

 

 

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

当連結会計年度の末日における発行済株式の数 

普通株式  105,000,000 株 

 

 

５．金融商品に関する注記 

一  金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧のうち、道路整備特別措置法（昭和 31 年法律

第７号）第 51 条第２項ないし第４項の規定に基づき工事完了時等に独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構に帰属することとなる高速道路資産（以下「高速道路資産」という。）に係る建設資金

計画に照らし、金融機関借入及び社債発行により必要資金を調達している。また、短期的な運転資金

を短期社債及び金融機関からの借入により調達している。 

なお、一時的な余裕資金は、安全性の高い金融資産に限定し運用を行っている。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当社においては、運転資金等をその使途とする短期の資金調達及び高速道路資産の建設等をその

使途とする長期の資金調達を行っている。 

長期の資金調達においては、固定金利による調達の比率を高め、その余を変動金利による調達とし、

金利変動リスクを最小限にとどめている。 

変動金利による調達については金利変動リスクがあるが、市中における金利環境及び調達した資

金の弁済までの期間を考慮のうえ、金利変動リスクを認識したものについて、条件決定時に金利スワ

ップ取引を行うことで当該リスクを回避している。外貨建による調達については為替変動リスクに
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晒されるため、条件決定時に通貨スワップ取引を行うことで当該リスクを回避している。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①  市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

変動金利による長期借入金は、金利変動リスクに晒されるため、個別の案件ごとに管理しており、

金利スワップ取引を利用して特例処理を行うことがある。 

外貨建長期借入金及び外貨建社債は、金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されるため、個別の

案件ごとに管理しており、金利スワップ取引及び通貨スワップ取引を利用して特例処理、振当処理を

行っている。 

②  デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、当社の社内規定に基づき、リスク回避目的以外のものを禁止しており、特例

処理、振当処理の要件を満たしている取引についてはそれぞれの処理を採用している。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれている。当該価額の算定においては、一定の前提条件が織り込まれているため、異なる

前提条件等を採用することにより当該価額が変動する場合もある。 
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二  金融商品の時価等に関する事項 

令和７年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであ

る。「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、現金であ

ること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してい

る。 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

（1）有価証券及び投資有価証券    

① 満期保有目的の債券 90 90 △0 

② その他有価証券 221 221 － 

資産計 311 311 △0 

（1）道路建設関係社債 1,235,000 1,179,084 △55,915 

（2）道路建設関係長期借入金（１年

内返済予定長期借入金を含む） 
262,127 262,127 - 

（3）長期借入金（１年内返済予定長

期借入金を含む） 
50,000 48,424 △1,575 

負債計 1,547,127 1,489,637 △57,490 

（注）市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券」には含めていない。当該金融商品の連結貸

借対照表計上額は以下のとおりである。 

（単位：百万円） 

区分 当連結会計年度 

非上場株式 39,846 
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三  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

  金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類している。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。 

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品                （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券     

 その他有価証券     

  株式 119 － － 119 

  社債 － － － － 

  外国債券 － 101 － 101 

資産計 119 101 － 221 

 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品         （単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券     

 満期保有目的の債券     

  国債 90 － － 90 

資産計 90 － － 90 

道路建設関係社債 － 1,179,084 － 1,179,084 

道路建設関係長期借入金（１年内返

済予定長期借入金を含む） 
－ 262,127 － 262,127 

長期借入金（１年内返済予定長期

借入金を含む） 
－ 48,424 － 48,424 

負債計 － 1,489,637 － 1,489,637 

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

有価証券及び投資有価証券 

上場株式、国債、社債及び外国債券は相場価格を用いて評価している。上場株式及び国債は活発

な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類している。一方で社債及び外国債

券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価を
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レベル２の時価に分類している。 

道路建設関係社債 

社債の時価は市場価格によっている。市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と

は認められないため、その時価をレベル２の時価に分類している。 

道路建設関係長期借入金、長期借入金 

固定金利による長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割引き計算する方法によっている。また、変動金利による長期借入金は、短期間で市場

金利を反映していることから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、当該帳簿価額に

よっている。活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分

類している。 

 

 

６．賃貸等不動産に関する注記 

 一  賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社及び一部の連結子会社では、賃貸収入を得ることを目的として、東京都その他の地域において、

賃貸用商業施設（土地を含む）等を有している。なお、これらの一部については、サービスの提供及び

経営管理として当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を

含む不動産としているものである。 

 

 二  賃貸等不動産の時価に関する事項 

（単位：百万円） 

 連結貸借対照表計上額 時価 

賃貸等不動産 3,772 3,772 

賃貸等不動産として使用される部

分を含む不動産 
90,203 87,143 

(注)１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で

ある。 

(注)２. 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額（指標等を用いて

調整を行ったものを含む）である。 

 

 

７．一株当たり情報に関する注記 

一株当たり純資産額  2,631.00 円 

一株当たり当期純利益金額  55.51 円 
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８．収益認識に関する注記 

一  収益の分解情報 

（単位：百万円） 

 報告セグメント 
その他 合計 

高速道路 受託 道路休憩所 計 

料金収入 836,947 － － 836,947 － 836,947 

道路資産完成高 259,010 － － 259,010 － 259,010 

その他 1,865 36,848 34,529 73,243 2,681 75,925 

顧客との契約から 

生じる収益 1,097,823 36,848 34,401 1,169,073 1,500 1,170,573 

その他の収益（*） － － 127 127 1,181 1,309 

外部顧客への営業収益 1,097,823 36,848 34,529 1,169,201 2,681 1,171,883 

（*）「その他の収益」は収益認識会計基準の適用対象外の収益であり、不動産賃貸収入及びリース収入等を 

含んでいる。 

 

二  収益を理解するための基礎となる情報 

「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 三 会計処理基準に関する事項

(4)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 ⑤収益及び費用の計上基準」に記載している。 

 

三  当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

 
（1）契約資産及び契約負債の残高等 

 （単位：百万円） 

 当連結会計年度期首 
（令和６年４月１日） 

当連結会計年度期末 
（令和７年３月 31 日） 

顧客との契約から生じた債権 126,390 116,939 

契約資産 32,546 39,322 

契約負債 37,519 39,065 

契約資産は、受託事業における工事契約について、当社が請求を行っていない工事の進捗に係る対価であ

る。 

契約負債は、主に受託事業における工事契約について、顧客から受け取った前受金である。 

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額に重要性はな

い。 

なお、契約資産及び契約負債の残高に重要な変動はない。また、当連結会計年度において、過去の期間に

充足又は部分的に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はない。 

 

（2）残存履行義務に配分した取引価格 

令和７年３月 31 日現在、受託事業における工事契約に係る未充足の履行義務に配分した取引価格の総額

は 458,659 百万円である。当社は、当該残存履行義務について、工事の完成または工事の進捗により履行

義務を充足するにつれ、収益を認識することを見込んでいる。 
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Ⅰ 流動資産

現金及び預金 67,827

高速道路事業営業未収入金 111,993

未収入金 5,782

未収収益 11

リース投資資産 566

短期貸付金 10,249

有価証券 29,993

仕掛道路資産 1,356,268

原材料 362

貯蔵品 779

受託業務前払金 22,006

前払金 7,862

前払費用 709

その他の流動資産 154,997

貸倒引当金 △ 12

流動資産合計 1,769,397

Ⅱ 固定資産

A 高速道路事業固定資産

有形固定資産

建物 2,554

減価償却累計額 △ 1,441 1,113

構築物 64,262

減価償却累計額 △ 19,710 44,552

機械及び装置 179,271

減価償却累計額 △ 119,510 59,760

車両運搬具 64,715

減価償却累計額 △ 54,736 9,979

工具、器具及び備品 16,466

減価償却累計額 △ 10,081 6,385

土地 0

リース資産 180

減価償却累計額 △ 76 104

建設仮勘定 12,534 134,429

無形固定資産 20,895 155,325

B 関連事業固定資産

有形固定資産

建物 50,335

減価償却累計額 △ 26,426 23,909

構築物 10,551

減価償却累計額 △ 6,726 3,824

機械及び装置 5,782

減価償却累計額 △ 4,426 1,355

工具、器具及び備品 830

減価償却累計額 △ 612 217

土地 72,530

建設仮勘定 1,039 102,877

無形固定資産 34 102,912

資 産 の 部

貸　　借　　対　　照　　表

科　　　　　目

（単位：百万円）

金　　　　　額

令和７年３月31日現在

-2- 45



科　　　　　目 金　　　　　額

C 各事業共用固定資産

有形固定資産

建物 14,198

減価償却累計額 △ 5,378 8,820

構築物 962

減価償却累計額 △ 508 454

機械及び装置 306

減価償却累計額 △ 186 120

車両運搬具 147

減価償却累計額 △ 147 0

工具、器具及び備品 3,476

減価償却累計額 △ 2,464 1,011

土地 7,550

リース資産 900

減価償却累計額 △ 727 173

建設仮勘定 120 18,250

無形固定資産 21,458 39,709

D その他の固定資産

有形固定資産

土地 2 2 2

E 投資その他の資産

関係会社株式 15,917

投資有価証券 397

長期貸付金 531

長期前払費用 3,003

繰延税金資産 7,194

その他の投資等 2,467

貸倒引当金 △ 55 29,456

固定資産合計 327,405

Ⅲ 繰延資産

道路建設関係社債発行費 1,926

繰延資産合計 1,926

2,098,728資　産　合　計
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科　　　　　目 金　　　　　額

Ⅰ 流動負債

高速道路事業営業未払金 190,046

１年以内返済予定長期借入金 5,447

リース債務 161

未払金 35,375

未払費用 2,329

未払法人税等 1,207

預り連絡料金 1,135

預り金 21,284

受託業務契約負債 29,631

前受金 222

前受収益 1

賞与引当金 3,175

その他の流動負債 11,753

流動負債合計 301,771

Ⅱ 固定負債

道路建設関係社債 1,235,000

道路建設関係長期借入金 261,680

その他の長期借入金 45,000

リース債務 135

受入保証金 7,468

退職給付引当金 46,637

役員退職慰労引当金 36

資産除去債務 123

その他の固定負債 19

固定負債合計 1,596,101

1,897,873

Ⅰ 株主資本

資本金 52,500

資本剰余金

資本準備金 52,500

その他資本剰余金 6,293

資本剰余金合計 58,793

利益剰余金

その他利益剰余金

  安全対策・サービス高度化積立金 17,705

  別途積立金 41,203

  繰越利益剰余金 30,610 89,519

利益剰余金合計 89,519

株主資本合計 200,813

Ⅱ　評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 42

評価・換算差額等合計 42

200,855

2,098,728

負　債　合　計

純 資 産 の 部

純　資　産　合　計

負 債 の 部

負 債 ・ 純 資 産 合 計
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高速道路事業営業損益

1．営業収益

料金収入 836,986

道路資産完成高 259,010

受託業務収入 5

その他の売上高 1,390 1,097,392

2．営業費用

道路資産賃借料 582,236

道路資産完成原価 259,010

管理費用 261,456

受託業務費用 5 1,102,709

高速道路事業営業損失 △ 5,316

関連事業営業損益

1．営業収益

受託業務収入 36,848

休憩所等事業収入 10,436

その他の事業収入 1,095 48,380

2．営業費用

受託業務費用 36,775

休憩所等事業費 9,500

その他の事業費用 1,135 47,412

関連事業営業利益 968

全事業営業損失 △ 4,347

営業外収益

受取利息 186

有価証券利息 444

受取配当金 4,597

土地物件貸付料 348

雑収入 714 6,291

営業外費用

支払利息 17

雑損失 156 174

経常利益 1,769

特別利益

固定資産売却益 27 27

特別損失

固定資産除却損 65

その他特別損失 12 77

税引前当期純利益 1,719

法人税、住民税及び事業税 △ 1,462

法人税等調整額 114 △ 1,347

当期純利益 3,067

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅴ．

（単位：百万円）

Ⅳ．

Ⅵ．

損　　益　　計　　算　　書
令和６年４月１日から令和７年３月31日まで

Ⅲ．

科　　　　　目 金　　　　　額
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（単位：百万円）

安全対策・
サービス高
度化積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

52,500 52,500 6,293 58,793 17,705 41,354 27,392 86,452 197,746 70 70 197,817

△ 150 150 - - -

3,067 3,067 3,067 3,067

△ 28 △ 28 △ 28

- - - - - △ 150 3,217 3,067 3,067 △ 28 △ 28 3,038

52,500 52,500 6,293 58,793 17,705 41,203 30,610 89,519 200,813 42 42 200,855

株主資本合計利益剰余金
合計

その他
有価証券

評価
差額金

株　　主　　資　　本　　等　　変　　動　　計　　算　　書

令和６年４月１日　から　令和７年３月31日　まで

評価・換算
差額等
合計

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金

当期純利益

利益剰余金

　令和６年４月１日残高

資本
準備金

その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

　事業年度中の変動額合計

　令和７年３月31日残高

　事業年度中の変動額

別途積立金の取崩
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個 別 注 記 表 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

一 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によっている。 

② 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）によっている。 

③ その他有価証券 

市場価格のない株式等 

移動平均法による原価法によっている。 

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

① 仕掛道路資産 

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

によっている。 

なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費

用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された

費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としている。 

また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日

までに発生したものは建設価額に算入している。 

② 原材料・貯蔵品 

最終仕入原価法等による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）によっている。 

 

二 固定資産の減価償却の方法 

(1） 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。 

主な耐用年数は以下のとおりである。 

建物     ７～50 年 

構築物    10～60 年 

機械及び装置 ５～17 年 

なお、当社が日本道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした

中古資産の耐用年数によっている。 

（2） 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基

づいている。 
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(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。 

 

三 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能額を勘案し、回収不能見込

額を計上している。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上している。 

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりである。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっている。 

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10 年）による定額法により費用処理している。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理している。 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上

している。 
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四 収益及び費用の計上基準 

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及

び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は次のとおりである。 

高速道路事業 

高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の

管理等を行っている。 

料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識している。

なお、ETC マイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント

等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものと

して、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務を充足するものとして

収益を認識している。道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則（平成 17 年国

土交通省令第 65 号）に基づき、仕掛道路資産を独立行政法人日本高速道路保有・

債務返済機構に引き渡した時点で収益を認識している。 

受託事業 

受託事業においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維

持、修繕等及びその他委託に基づく事業を行っている。主として、履行義務を充

足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識している。発生した原価が履行

義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する

実際原価の割合（インプット法）に基づき、進捗度を測定している。ただし、契約

における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間

が短い等、重要性が乏しい場合は、引き渡し時点において履行義務が充足された

ものとして収益を認識している。 

道路休憩所事業 

道路休憩所事業においては、高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行

っている。道路休憩所事業収入は、主に高速道路のサービスエリア等における商

業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識

している。 

 

五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

(1) 繰延資産の処理方法 

道路建設関係社債発行費 

社債の償還期限までの期間で均等償却している。 

(2) 退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法は、

連結計算書類における会計処理の方法と異なっている。 

(3) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理している。また、外貨建有価証券（その他有価証券）は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は全部純資産直入法により処理している。 
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２．会計方針の変更に関する注記 

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第 27 号 令和４年 10

月 28 日。以下「令和４年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用してい

る。法人税等の計上区分に関する改正については、令和４年改正会計基準第 20－３項ただ

し書きに定める経過的な取扱いに従っている。なお、計算書類に与える影響はない。 

 

３．貸借対照表に関する注記 

一 担保に供している資産及び担保に係る債務 

高速道路株式会社法（平成 16 年法律第 99 号）第８条の規定により、当社の総財産を、

道路建設関係社債 1,235,000 百万円（額面）及び独立行政法人日本高速道路保有・債務

返済機構法（平成 16 年法律第 100 号）第 15 条の規定により独立行政法人日本高速道路

保有・債務返済機構に引き渡した社債 735,000 百万円（額面）の担保に供している。 

 

二 保証債務 

下記の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っている。 

(1) 日本道路公団等民営化関係法施行法（平成 16 年法律第 102 号）第 16 条の規定により、

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速

道路株式会社が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券（国からの借入金、独立行

政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び国が保有している債券を

除く。）に係る債務については、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、中日本

高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っている。 

(独)日本高速道路保有・債務返済機構 120,000 百万円

中日本高速道路㈱ 

西日本高速道路㈱ 

―百万円

―百万円

合    計 120,000 百万円

 

(2) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律第 100 号）第 15 条

の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負

担した債務を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡した額については、

以下のとおり連帯して債務を負っている。 

民営化以降、当社が発行した社債及び調達した借入金（財政融資資金借入金を除く）に

ついては、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っている。 

 

なお、上記引き渡しにより、当事業年度で道路建設関係社債が 195,000 百万円（額面）、

道路建設関係長期借入金が 95,000 百万円それぞれ減少している。 

  

(独)日本高速道路保有・債務返済機構 970,000 百万円
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三 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 13,492 百万円 

長期金銭債権 512 百万円 

短期金銭債務 70,515 百万円 

長期金銭債務 863 百万円 

 

４．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高  

営業取引による取引高  

営業収益 10,489 百万円 

営業費用 237,600 百万円 

営業取引以外の取引による取引高 9,310 百万円 

 

５．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度の末日における発行済株式の数 

普通株式 105,000,000 株 

 

６．税効果会計に関する注記 

一 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

繰延税金資産  

賞与引当金 972 百万円 

退職給付引当金 14,660 百万円 

ETC マイレージサービス契約負債 2,764 百万円 

その他 8,373 百万円 

繰延税金資産小計 26,771 百万円 

評価性引当額 △19,405 百万円 

繰延税金資産合計 7,365 百万円 

  

繰延税金負債  

その他 △170 百万円 

繰延税金負債合計 △170 百万円 

繰延税金資産の純額 7,194 百万円 

  

-11- 54



二 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理 

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処

理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）に従って、法人税

及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行って

いる。 

 

７．道路資産賃借料に係る未経過リース料期末残高相当額 

１年内 578,884 百万円 

１年超 19,874,920 百万円 

合 計 20,453,805 百万円 

(注)１． 当社及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構は、道路資産の貸付料を含

む協定について、おおむね５年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその

変更を申し出ることができるとされている。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律第 100 号）第 17 条

に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支

障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出

ることができるとされている。 

(注)２． 道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相

当する金額を加えた金額（加算基準額）を超えた場合、当該超過額（実績料金収入－

加算基準額）が加算されることとなっている。また、実績料金収入が、計画料金収入

から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額（減算基準額）に足りない場

合、当該不足額（減算基準額－実績料金収入）が減算されることとなっている。 

 

８．関連当事者との取引に関する注記 

一 親会社及び主要株主等                         （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 

議決権等

の所有(被

所有)割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

主要株主 
財務省 

(財務大臣) 

被所有 

直接 100% 

財政融資 

資金借入 

財政融資 

資金借入 
― 

１年以内

返済予定

長期借入

金 

5,000 

その他の

長期借入

金 

45,000 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)借入利率は財政融資資金貸付金利が適用されている。なお、担保は提供していない。 
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二 子会社及び関連会社等                         （単位：百万円） 

属性 会社等の名称 

議決権等

の所有(被

所有)割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

子会社 
㈱ネクスコ・メンテ

ナンス関東 

所有 

直接 100% 

維持修繕業

務の委託等 

配当金の 

受入(注) 
763 ― ― 

子会社 
㈱ネクスコ東日本

エリアトラクト 

所有 

直接 100% 

休憩施設の

賃貸等 

配当金の 

受入(注) 
730 ― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)子会社の株主総会の決議等をもって剰余金の配当が行われたものである。 

 

三 兄弟会社等                              （単位：百万円） 

属性 
会社等 

の名称 

議決権等

の所有(被

所有)割合 

関連当事者

との関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 

(注４) 

科目 

期末 

残高 

(注４) 

主要株主が議

決権の過半数

を自己の計算

において所有

している会社

等 

独立行政法

人日本高速

道路保有・

債務返済機

構 

なし 

道路資産の

借受 

道路資産 

賃借料の 

支払 

582,236 

高速道路 

事業営業 

未払金 

94,459 

道路資産及

び債務の引

渡等 

道路資産 

完成高 
259,010 

高速道路 

事業営業 

未収入金 

32,706 

債務の引渡 

及び債務保

証(注１) 

290,000 ― ― 

借入金等の

連帯債務 

債務保証 

(注２) 
120,000 ― ― 

債務保証 

(注３) 
680,000 ― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１)． 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律第 100 号）第 15

条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるた

めに負担した債務を、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に引き渡してい

る。また、当社は、引き渡した債務（財政融資資金借入金債務を除く）について独立

行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っている。なお、保証

料は受け取っていない。 
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(注２)． 日本道路公団等民営化関係法施行法（平成 16 年法律第 102 号）第 16 条の規定に

より、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、中日本高速道路株式会社及び

西日本高速道路株式会社が日本道路公団から承継した借入金及び道路債券（国からの

借入金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が承継した借入金及び国が保

有している債券を除く。）について、当社は独立行政法人日本高速道路保有・債務返

済機構、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社と連帯して債務を負っ

ている。なお、保証料は受け取っていない。 

(注３)． 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16 年法律第 100 号）第 15

条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるた

めに負担した債務のうち、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に前事業年

度までに引き渡した額（財政融資資金借入金債務を除く）について、当社は独立行政

法人日本高速道路保有・債務返済機構と連帯して債務を負っている。なお、保証料は

受け取っていない。 

(注４)． 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。 

 

９．一株当たり情報に関する注記 

一株当たり純資産額 1,912.91 円 

一株当たり当期純利益金額 29.21 円 

 

10．収益認識に関する注記 

「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、「連結計

算書類 連結注記表 ８.収益認識に関する注記」に記載した内容と同一である。 
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告 謄本 
独立監査人の監査報告書 

令和７年６月２日 
東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 
ＥＹ新日本有限責任監査法人 
東  京  事  務  所 
 

公認会計士 菅田 裕之     
 

公認会計士 田中 友康     
 

      公認会計士 橋本 宜幸     
 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、東日本高速道路株式会社の令和６年４月

１日から令和７年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、東日本高速道路株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る

期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独

立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
 当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆

候があるかどうか注意を払うことにある。 
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
 
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結

計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること

が含まれる。 
 連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ

指定有限責任社員 
業務執行社員 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

 58



とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。 
 
連結計算書類の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能

性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込

まれる場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

連する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重

要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確

実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ

いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内

容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ

適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書

類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセー

フガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。 
以  上  
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計算書類に係る会計監査人監査報告 謄本 
独立監査人の監査報告書 

令和７年６月２日 
東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 
ＥＹ新日本有限責任監査法人 
東  京  事  務  所 
 

公認会計士 菅田 裕之     
 

公認会計士 田中 友康     
 

      公認会計士 橋本 宜幸     
 
監査意見 
 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、東日本高速道路株式会社の令和６

年４月１日から令和７年３月３１日までの第２０期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）

について監査を行った。 
 当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 
 
監査意見の根拠 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
その他の記載内容 
 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス

の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 
 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 
 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違がある

かどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が

あるかどうか注意を払うことにある。 
 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、

その事実を報告することが求められている。 
 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
 
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書

類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含

まれる。 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

指定有限責任社員 
業務執行社員 
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 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 
 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。 
 
計算書類等の監査における監査人の責任 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる

場合に、重要性があると判断される。 
 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連

する内部統制を検討する。 
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要

な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性

に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す

ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている

が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、

並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ

の他の事項について報告を行う。 
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を

除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセー

フガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 
以  上  
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監査役会の監査報告 謄本 

監 査 報 告 

当監査役会は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの第20期事業年度における取締役の職務の執行に関し

て、各監査役が作成した監査報告に基づき、審議の上、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。 

  

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

(1) 監査役会は、「令和６年度監査役会監査方針及び監査計画」、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求めました。 

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査役会監査方針及び監査計画、職務の分

担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に

努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況

を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を

図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行

規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ

れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定

期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会

計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人

から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）

を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

 

2．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 

② 取締役の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の監査結果 

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。また、当該会計監査

人の職務が適正に行われることを確保するための体制についても、指摘すべき事項は認められません。 

 

令和７年６月９日 

東日本高速道路株式会社 監査役会 

常勤監査役（社内監査役） 佐 藤 隆 二 ㊞ 

常勤監査役（社外監査役） 黒 田 泰 則 ㊞ 

常勤監査役（社外監査役） 河 内 祐 典 ㊞ 

監 査 役（社外監査役） 矢 ケ 﨑 紀 子 ㊞ 
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